
  
 

一

 
 

 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
所
得
税
法
の
一
部
改
正
）
」
を
付
す
る
。 

第
一
条
中
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
別
表
第
二
（
㈠
及
び

㈡
を
除
く
。
）
の
改
正
規
定
、
同
法
別
表
第
三
（
㈠
及
び
㈡
を
除
く
。
）
の
改
正
規
定
、
同
法
別
表
第
四
の
改
正
規
定
及
び
同

法
別
表
第
五
㈨
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
条 

削
除 

 

第
十
四
条
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措

置
法
第
四
十
条
の
改
正
規
定
中
「
削
り
、
同
条
第
十
号
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
る
」
を
「
削
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
中
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

第
四
十
五
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

  
 

二

 
 

第
四
十
五
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措

置
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
、
同
項
第
一
号
中
「
三
十
六
月
」
を
「
二
十
四
月
」
に
、
「
三
年
」
を
「
二
年
」

に
改
め
」
を
削
る
。 

 

附
則
第
一
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

五 

第
十
条
中
租
税
特
別
措
置
法
第
三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、

同
法
第
五
条
の
二
第
六
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
改
正
規
定
、

同
法
第
三
十
七
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
七
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十

一
条
の
十
二
の
二
第
六
項
第
一
号
ニ
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
三
の
三
第
十
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第

六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定 

平
成
二
十
八
年
一
月

一
日 

 

附
則
第
一
条
第
七
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
ニ
を
同
号
ハ
と
す
る
。 

 

附
則
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



  
 

三

第
四
条 

削
除 

 

附
則
第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
六
条 
削
除 

 

附
則
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
七
条 

削
除 

 

附
則
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条 

削
除 

 

附
則
第
百
五
十
五
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

附
則
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

 

（
給
与
所
得
控
除
に
関
す
る
措
置
） 

第
百
六
十
六
条 

政
府
は
、
給
与
所
得
者
の
実
額
控
除
の
機
会
拡
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
、
給
与
所
得
者
の
必
要
経
費
の
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
高
額
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

給
与
所
得
控
除
額
を
引
き
下
げ
、
並
び
に
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
の
控
除
の
特
例
に
係
る
適
用
判
定
の
基
準
（
所
得
税
法



 

  
 

四

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
い
う
。
）
を
緩
和
し
、
及
び
そ

の
控
除
対
象
の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
車
体
課
税
に
関
す
る
措
置
） 

第
百
六
十
七
条 
政
府
は
、
自
動
車
の
取
得
に
関
し
消
費
税
（
地
方
消
費
税
を
含
む
。
次
条
及
び
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
と
も
に
自
動
車
取
得
税
が
課
さ
れ
る
等
自
動
車
の
取
得
等
に
係
る
国
民
の
税
負
担
が
重
く
、
か
つ
、
そ
の
税
負
担

が
我
が
国
の
基
幹
的
な
産
業
で
あ
る
自
動
車
製
造
業
、
自
動
車
販
売
業
等
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
自
動
車
が
交
通

手
段
と
し
て
国
民
一
般
に
普
及
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
消
費
税
率
（
地
方
消
費
税
率
を
含
む
。
）
の
引
上
げ
が
こ
れ

ら
を
一
層
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
等
に
よ
り
国
民
生
活
及
び
我
が
国
の
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
こ
と
に
鑑
み
、

車
体
課
税
（
自
動
車
重
量
税
、
自
動
車
取
得
税
、
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
課
税
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

自
動
車
取
得
税
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

二 

租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
条
の
十
一
か
ら
第
九
十
条
の
十
一
の
三
ま
で
に
規
定
す
る
自
動
車
重
量
税
率
の
特
例
を
廃
止



  
 

五

す
る
こ
と
。 

三 
車
体
課
税
（
自
動
車
取
得
税
の
課
税
を
除
く
。
）
の
更
な
る
簡
素
化
、
負
担
の
軽
減
及
び
グ
リ
ー
ン
化
（
環
境
へ
の
負

荷
の
軽
減
に
資
す
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。
）
を
図
る
こ
と
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
生
ず
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
減
収
を
埋

め
る
た
め
の
財
源
を
確
保
し
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
財
政
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
消
費
税
の
逆
進
性
を
緩
和
す
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
措
置
） 

第
百
六
十
八
条 

政
府
は
、
消
費
税
の
逆
進
性
（
所
得
の
少
な
い
世
帯
ほ
ど
、
家
計
に
お
い
て
消
費
税
と
し
て
支
出
す
る
額
の

所
得
の
額
に
対
す
る
割
合
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
緩
和
す
る
観
点
か
ら
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の

確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
号
イ
の
総
合
合
算
制
度
及
び
給
付
付
き
税
額
控
除
、
同
号
ロ
の
複
数
税
率
等
の
施
策
の
導
入
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
ま
で
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
の
円
滑
な
施



 

  
 

六

行
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
医
療
、
介
護
等
に
係
る
消
費
税
の
課
税
の
在
り
方
に
関
す
る
措
置
） 

第
百
六
十
九
条 

政
府
は
、
医
療
、
介
護
等
に
係
る
消
費
税
の
課
税
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  
 



  
 

七

本
修
正
の
結
果
必
要
と
す
る
経
費 

 

本
修
正
に
よ
る
減
収
見
込
額
は
、
平
成
二
十
八
年
度
約
三
百
八
十
億
円
、
平
年
度
（
平
成
二
十
九
年
度
以
降
）
約
八
百
十
億

円
で
あ
る
。 


